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�愛媛県告示第２０６２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

、医療機関を次のように指定した。

平成１７年１１月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０６３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関の所在地名が、次のように変更された。

平成１７年１１月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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告 示

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

グリーン薬局 有限会社
しみず調剤薬局

八幡浜市五反田１番耕
地１０５５

平成１７年
９月１日

ソフィー薬局 有限会社
せ い ど う 八幡浜市３８４番地 平成１７年

１０月１日

つだ眼科ピコリ
ック 津 田 泰 彦 西条市樋之口４３６－８ 平成１７年

１０月１日

中 浦 診 療 所 水 野 伸 二 南宇和郡愛南町中浦１２
６８－１

平成１７年
１１月１日

耳鼻咽喉科・整
形外科加藤医院 加 藤 專 治 今治市風早町二丁目１

－３
平成１７年
１０月１日

今治プリポート
薬局

株式会社
プリポート薬局

今治市石井町四丁目７
－２０

平成１７年
１１月１日

市立宇和島病院 宇 和 島 市 宇和島市御殿町一番１
号

平成１７年
８月１日

宇和島市国民健
康保険遊子診療
所

宇 和 島 市 宇和島市遊子３６２７番地 平成１７年
８月１日

宇和島市国民健
康保険下波診療
所

宇 和 島 市 宇和島市下波２９５２番地
４

平成１７年
８月１日

宇和島市国民健
康保険蒋淵診療
所

宇 和 島 市 宇和島市蒋淵１１１９番地 平成１７年
８月１日

宇和島市国民健
康保険戸島診療
所

宇 和 島 市 宇和島市戸島２０１４番地 平成１７年
８月１日

宇和島市国民健
康保険日振島診
療所

宇 和 島 市 宇和島市日振島１７２９番
地

平成１７年
８月１日

宇和島市国民健
康保険嘉島診療
所

宇 和 島 市 宇和島市戸島３９８１番地 平成１７年
８月１日

宇和島市国民健
康保険九島診療
所

宇 和 島 市 宇和島市百之浦１３６２番
地１

平成１７年
８月１日

宇和島市国民健
康保険日振島診
療所能登出張所

宇 和 島 市 宇和島市日振島４１１番
地

平成１７年
８月１日

宇和島市国民健
康保険日振島診
療所喜路出張所

宇 和 島 市 宇和島市日振島３３１０番
地

平成１７年
８月１日

福 田 医 院 医療法人福寿会 西条市丹原町願連寺２７
８番地

平成１７年
６月１日

米湊わたなべク
リニック 渡 邉 英 次 伊予市米湊１４７７番１ 平成１７年

１１月１日

レデイいよ米湊
調剤薬局

株式会社
レ デ イ 薬 局 伊予市米湊１３７２番地１ 平成１７年

１１月１日

毎週（火・金）曜日発行 第１７１４号 平成１７年１１月２５日

平成１７年１１月２５日金曜日 第１７１４号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第２０６４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

指定した医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１７年１１月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２０６５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の

規定により指定した介護機関を次のように廃止した旨の届け

出があった。

平成１７年１１月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０６６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した

。

平成１７年１１月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

医 療 機 関 の 名 称
開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称

所 在 地 名
変 更 年 月 日

旧 新

芳我外科医院 芳 我 資 生 喜多郡内子町内子甲９３５－
２ 喜多郡内子町内子１７２１ 平成１５年５月２日

介護機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
廃 止
年 月 日

町立吉田総合病
院 吉 田 町 北宇和郡吉田町北小路

甲２１７番地
平成１７年
７月３１日

宇和島市国民健
康保険嘉島診療
所

宇 和 島 市 宇和島市戸島３９８１ 平成１７年
８月１日

宇和島市国民健
康保険九島診療
所

宇 和 島 市 宇和島市百之浦１３６２ 平成１７年
８月１日

宇和島市国民健
康保険日振島診
療所能登出張所

宇 和 島 市 宇和島市日振島４１１番
地

平成１７年
８月１日

宇和島市国民健
康保険日振島診
療所喜路出張所

宇 和 島 市 宇和島市日振島３３１０番
地

平成１７年
８月１日

白石皮膚泌尿器
科 白 石 哲 朗 新居浜市西の土居町二

丁目５－２
平成１６年
９月１７日

福 田 医 院 福 田 正 夫 西条市丹原町願連寺２７
８

平成１７年
６月１日

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
廃 止
年 月 日

グリーン薬局 有限会社
大 洲 調 剤

八幡浜市五反田一番耕
地１０５５

平成１７年
９月１日

多田外科医院 多 田 圭 三 四国中央市上分町３７０ 平成１７年
９月２１日

加 藤 病 院 加 藤 專 治 今治市風早町二丁目１
番地の１

平成１７年
１０月１日

市立宇和島病院 宇 和 島 市 宇和島市御殿町一番１
号

平成１７年
８月１日

宇和島市国民健
康保険遊子診療
所

宇 和 島 市 宇和島市遊子３６２７ 平成１７年
８月１日

宇和島市国民健
康保険下波診療
所

宇 和 島 市 宇和島市下波２９５２－４ 平成１７年
８月１日

宇和島市国民健
康保険蒋淵診療
所

宇 和 島 市 宇和島市蒋淵１１１９ 平成１７年
８月１日

宇和島市国民健
康保険戸島診療
所

宇 和 島 市 宇和島市戸島２０１４ 平成１７年
８月１日

宇和島市国民健
康保険日振島診
療所

宇 和 島 市 宇和島市日振島１７２９ 平成１７年
８月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社ほほえみ 新居浜市船木字上長野甲５８
１－２ デイサービスほがらか 新居浜市船木字上長野甲５８

１－２ 平成１７年９月２６日

有限会社ほほえみ 新居浜市船木字上長野甲５８
１－２ グループホーム微笑の家 新居浜市船木字上長野甲５８

１－２ 平成１７年９月２６日

有限会社ほほえみ 新居浜市船木字上長野甲５８
１－２

有限会社訪問介護サービス
ほほえみ

新居浜市船木字上長野甲５８
１－２ 平成１７年９月２８日

株式会社ジェイコム 西条市氷見丙４４４番地１ ヘルパーステーションまな
べ 西条市氷見丙４７７番地 平成１７年９月１日

株式会社ニューフロンティ
ア 松山市宮西二丁目３番７ グループホーム太陽 西予市野村町阿下６号５８８

番地 平成１７年９月２７日

フジケア株式会社 西条市下島山甲１３８４番地 デイサービスセンターひう
ち 西条市下島山甲１３８４番地 平成１７年１０月２１日

愛 媛 県 報平成１７年１１月２５日 第１７１４号

１１８６
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�愛媛県告示第２０６７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業

を行う事業所の名称が次のように変更された。

平成１７年１１月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０６８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業

を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１７年１１月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０６９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護

事業を次のように廃止した旨の届け出があった。

平成１７年１１月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

宇田タクシー株式会社 四国中央市三島中央四丁目
２番２１号 宇田介護サービス事業所 四国中央市三島中央四丁目

２番２１号 平成１７年１０月１８日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社コムスン 東京都港区六本木六丁目１０
番１号

（変更後）
株式会社コムスン伊予米湊
ケアセンター 伊予市米湊９７５－４亀井店

舗１階南側 平成１７年９月１日
（変更前）
株式会社コムスン中予ケア
センター

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社ユアーズ・ケア 松山市東方町甲１８１１番地４ ユアーズ・ケア訪問看護ス
テーション

（変更後）
伊予郡砥部町高尾田６８４－
１白形ビル２０１号

平成１７年９月２日
（変更前）
伊予郡砥部町高尾田９９４－
１天王ハイツ２２０号

介護サービス野の花有限会
社

北宇和郡鬼北町内深田１２４８
番地２

介護サービス野の花有限会
社

（変更後）
北宇和郡鬼北町内深田１２４８
番地２

平成１７年８月１日
（変更前）
宇和島市柿原４１－１

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

吉田町 北宇和郡吉田町大字東小路
甲７０ 町立吉田総合病院 北宇和郡吉田町大字北小路

甲２１７番地 平成１７年７月３１日

津島町 北宇和郡津島町岩松甲４７１ 町立津島病院 北宇和郡津島町大字高田丙
１５番地 平成１７年７月３１日

河 野 文 子 八幡浜市保内町宮内２番耕
地６６ 河野歯科医院 八幡浜市保内町宮内２番耕

地６６ 平成１７年４月１３日

大 串 春 夫 新居浜市垣生一丁目５－４９ 垣生診療所 新居浜市垣生一丁目５－４９ 平成１３年５月１日

愛 媛 県 報平成１７年１１月２５日 第１７１４号

１１８７



�愛媛県告示第２０７０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用

する同法第４９条の規定により、施術機関を次のように指定し

た。

平成１７年１１月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２０７１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」

という。）第５条第１項の規定による届出があったので、同

条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労

働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労

政課並びに西条市役所において告示の日から４月間縦覧に供

する。

平成１７年１１月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ラ・ムー西条東予店

西条市周布６６７－１

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては代表者の氏名

ユーエフジェイセントラルリース株式会社

名古屋市中区栄一丁目２４番１５号

代表取締役社長 田中一好

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

大黒天物産株式会社

岡山県倉敷市堀南７０４番地５

代表取締役社長 大賀 昭司

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成１８年７月１日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

２，０３７平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

７３台

イ 駐輪場の収容台数

６３台

ウ 荷さばき施設の面積

８５．２５平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

６３．２５立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

及び閉店時刻

２４時間営業

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

２４時間

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

出入口２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる

時間帯

２４時間

２ 届出年月日

平成１７年１０月３１日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺

の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意

見を有する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次の

とおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するととも

に、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方

局産業経済部商工労政課並びに西条市役所において告示の

日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意

見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第２０７２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、松山市から協議のあった市営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・庄地区）の施行に

平成１７年１１月１６日同意した。

平成１７年１１月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２０７３号
家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５２条の規定

に基づき、次のとおり報告を求める。

平成１７年１１月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 実施の目的

高病原性鳥インフルエンザのまん延防止のため

２ 報告すべき者の範囲

飼養羽数が１，０００羽以上の鶏、あひる、うずら及び七面

鳥の農場の所有者

３ 報告すべき事項

農場における毎月の第１月曜日から末日（同日が日曜日

でないときは、翌月の第１日曜日）まで（第１回目の報告

にあっては、平成１７年１１月７日（月）から同年１２月４日（

日）まで）の次に掲げる事項

� 飼養羽数

施術機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

さいとう整骨院 齊 藤 良 一 新居浜市郷一丁目８番 平成１７年
９月２９日

愛 媛 県 報平成１７年１１月２５日 第１７１４号
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� 死亡羽数

� 鳥インフルエンザの可能性を否定できないような状況

の有無

４ 報告書の提出期限

翌月の１０日（同日が愛媛県の休日を定める条例（平成元

年愛媛県条例第３号）第１条第１項に規定する県の休日（

以下「県の休日」という。）に当たるときは、当該県の休

日の直前の県の休日でない日）まで（第１回目の提出にあ

っては、平成１７年１２月９日（金）まで）（必着）

５ 報告書の提出方法

持参、郵送、ファクシミリ又は電子メールにより、別記

様式によること。

６ 報告書の提出先

農場の所在地を管轄する別表に掲げる家畜保健衛生所の

長

７ その他必要な事項

鳥インフルエンザの可能性を否定できない事態が生じた

場合には、直ちに連絡すること。

愛 媛 県 報平成１７年１１月２５日 第１７１４号

１１８９



別表（６関係）

提 出 先 農場の所在地

愛媛県西条家畜保健衛生所
〒７９３―００７２ 西条市氷見乙２０２５番地
電話番号 ０８９７―５７―９１２２
ファクシミリ番号 ０８９７―５７―９１５５
電子メール sai―katiku@pref.ehime.jp

新居浜市、西条市及び四国
中央市

愛媛県今治家畜保健衛生所
〒７９４―００２６ 今治市別宮町九丁目１番５０号
電話番号 ０８９８―２２―０４３０
ファクシミリ番号 ０８９８―２２―０４３８
電子メール ima―katiku@pref.ehime.jp

今治市及び越智郡

愛媛県中央家畜保健衛生所
〒７９１―３１３３ 伊予郡松前町昌農内６４１番地
電話番号 ０８９―９８４―１４４０
ファクシミリ番号 ０８９―９８４―９７９５
電子メール cyuo―katiku@pref.ehime.jp

松山市、伊予市、東温市、
上浮穴郡及び伊予郡

愛媛県八幡浜家畜保健衛生所
〒７９６―８０１０ 八幡浜市五反田１番耕地１８番３
電話番号 ０８９４―２２―０３２８
ファクシミリ番号 ０８９４―２２―０３４３
電子メール yaw―katiku@pref.ehime.jp

八幡浜市、大洲市、西予市
、喜多郡及び西宇和郡

愛媛県宇和島家畜保健衛生所
〒７９８―００２０ 宇和島市高串字丁田１番耕地
電話番号 ０８９５―２２―１２９４
ファクシミリ番号 ０８９５―２２―９３１６
電子メール uwj―katiku@pref.ehime.jp

宇和島市、北宇和郡及び南
宇和郡

愛 媛 県 報平成１７年１１月２５日 第１７１４号
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別記様式（５関係）

家畜伝染病予防法第５２条に基づく報告徴求命令に対する報告

年 月 日

家畜保健衛生所長 殿

報告者住所
氏名
連絡先 電話

ＦＡＸ
電子メール

農場所在地

農場（ 年 月分報告）

項 目 内 容 備 考

第 週
（ 月 日～ 月 日）

飼 養 羽 数 羽
死 亡 羽 数 羽

鳥インフルエンザの可能性を否定
できないような状況の有無

あり
なし

（「あり」の場合は、そ
の態様）

第 週
（ 月 日～ 月 日）

飼 養 羽 数 羽
死 亡 羽 数 羽

鳥インフルエンザの可能性を否定
できないような状況の有無

あり
なし

（「あり」の場合は、そ
の態様）

第 週
（ 月 日～ 月 日）

飼 養 羽 数 羽
死 亡 羽 数 羽

鳥インフルエンザの可能性を否定
できないような状況の有無

あり
なし

（「あり」の場合は、そ
の態様）

第 週
（ 月 日～ 月 日）

飼 養 羽 数 羽
死 亡 羽 数 羽

鳥インフルエンザの可能性を否定
できないような状況の有無

あり
なし

（「あり」の場合は、そ
の態様）

第 週
（ 月 日～ 月 日）

飼 養 羽 数 羽
死 亡 羽 数 羽

鳥インフルエンザの可能性を否定
できないような状況の有無

あり
なし

（「あり」の場合は、そ
の態様）

注１ 週の区分は、月曜日から日曜日までとすること。
２ 飼養羽数の備考の欄には、月ごと又は週ごとの産卵率の推移等を含む健康状態につい
ての特記事項を記載すること。

３ 死亡羽数の備考の欄には、通常の死亡率と比較して変動が認められるか、死亡日齢、
発生鶏舎等に偏りが認められるか等についての特記事項を記載すること。

愛 媛 県 報平成１７年１１月２５日 第１７１４号
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�愛媛県告示第２０７４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年１１月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０７５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年１１月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０７６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年１１月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０７７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年１１月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０７８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年１１月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 壬生川新居浜野田線
西条市小松町新屋敷字元和甲９９０番５から

同町新屋敷字元和甲９７８番５まで
平成１７年１１月２５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 今治丹原線
今治市朝倉南甲２０８番から

同市朝倉南甲１７１番１地先まで

旧 ４．５～９．０
１４．５～２３．２

０．２６３
０．２５２

新 １４．５～２３．２ ０．２５２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 今治丹原線
今治市朝倉南甲２１８番１地先から

同市朝倉南甲１７１番１地先まで
平成１７年１１月２５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大西波止浜港線
今治市大西町九王甲２４２０番から

同市大西町新町甲８７２番１４まで

旧 １３．５～２３．０ ０．０８９

新 １３．５～３０．０ ０．０８９

愛 媛 県 報平成１７年１１月２５日 第１７１４号

１１９２
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�愛媛県告示第２０７９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年１１月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０８０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年１１月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０８１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年１１月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０８２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年１１月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 岩城弓削線
越智郡上島町生名７３番地先から

同町生名６３番地先まで
平成１７年１１月２５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥井喜木津線
八幡浜市保内町広早３２９番５から

同町広早３６０番１まで

旧 ８．８～１６．２ ０．１４８

新 ７．２～２０．０ ０．１４８

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 舌間八幡浜線
八幡浜市栗野浦５３０番１から

同市栗野浦５０２番４まで

旧 ４．３～１２．３ ０．２７０

新 １０．２～４７．０ ０．２７０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 河辺小田線 大洲市河辺町川崎２４２０番
旧 ４．２～５．２ ０．０２５

新 １５．５～１８．５ ０．０２５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 内子河辺野村線
西予市野村町惣川２０１０番４から

同町惣川２０１３番３まで
平成１７年１１月２５日

愛 媛 県 報平成１７年１１月２５日 第１７１４号

１１９３



公 告
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�愛媛県告示第２０８４号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１７年１１月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

四国中央市寒川町字原口２０１６番４

２ 申請人の住所氏名

四国中央市中曽根町１７８１番地３

日新商事株式会社 代表取締役 吉岡 豊彦

３ 図面省略

�������
�公 告

砂利採取業務主任者試験の合格者の発表について

平成１７年１１月１１日に実施した砂利採取業務主任者試験の合

格者は、次のとおりである。

平成１７年１１月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０８３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年１１月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１７年１１月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１７年１１月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７９号
喜多郡内子町大瀬東２５８４番から

同町大瀬東２８００番まで

旧 ４．５～７．０
１８．０～５８．０

０．７５６
０．７４８

新 １２．６～３８．２ ０．７４２

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１７年１１月１５日 特定非営利活動法人
ユニバーサルクリエート 北 野 賢 三 愛媛県松山市本町六丁目６番地

７
この法人は、障がい者等に関する環境整備
、教育、就労等に関する支援事業を行い、
もって、ユニバーサル社会の形成に寄与す
ることを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１７年１１月１５日
特定非営利活動法人
えひめ福祉移動サービス支援
センター

� 塚 政 生 愛媛県松山市三町二丁目５番３７
号

この法人は、援助が必要な高齢者や障害者
、歩行困難者等の移動を支援する交通ボラ
ンティア及び団体または福祉交通事業（要
介護者、身障者及び歩行困難者の移動サー
ビス事業）に係わる法人の活動を支援する
ことによって、住民参加と助け合い精神の
もとに、すべての人々が健やかに暮らせる
地域社会づくりと社会全体の福祉の増進に
寄与することを目的にする。

受 験 番 号 受 験 番 号 受 験 番 号 受 験 番 号

９ １２ １４ １９

２２ ２４ ２７ ２９
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教育委員会規則

公安委員会規則

�愛媛県教育委員会規則第１２号
教育委員会等に係る手続等における情報通信の技術の利用

に関する規則を次のように定める。

平成１７年１１月２５日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

教育委員会等に係る手続等における情報通信の技術の

利用に関する規則

愛媛県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する

条例（平成１７年愛媛県条例第１５号）の規定に基づき教育委員

会等に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については

、法令又は条例等に特別の定めのある場合を除くほか、知事

等に係る手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

（平成１７年愛媛県規則第２６号）の規定の例による。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県公安委員会規則第１１号
公安委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則を次の

ように定める。

平成１７年１１月２５日

愛媛県公安委員会委員長 � 村 典 子

公安委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則

（個人情報の保護）

第１条 公安委員会が取り扱う個人情報の保護に関し必要な

事項については、知事が取り扱う個人情報の保護に関する

規則（平成１４年愛媛県規則第１号）の規定の例による。た

だし、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１

号。以下「条例」という。）第７条第１項の個人情報取扱

事務登録簿の様式は、個人情報取扱事務登録簿（別記様式

）のとおりとする。

（職の指定）

第２条 条例第１７条第２項第１号ウの公安委員会規則で定め

る職は、警部補以下の階級にある警察官をもって充てる職

及びこれに相当する警察官以外の職員をもって充てる職と

する。

（補則）

第３条 この規則に定めるもののほか、条例の実施に関し必

要な事項は、警察本部長が定める。

附 則

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。
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別記様式（第１条関係） 個人情報取扱事務登録簿

事 務 の 区 分
□全所属共通 □警察本部所属共通
□警察本部関係所属・各警察署共通 □警察署共通
□警察本部所属固有

登 録 （ 変 更 ） 年 月 日 年 月 日（ 年 月 日変更）
個人情報取扱事務を所管する
組織の名称

登 録
保 有

個人情報取扱事務の名称

個人情報取扱事務の目的

根 拠 法 令 等

個人情報の対象者の範囲

個
人
情
報
の
記
録
項
目

基 本 的 事 項
□識別番号 □氏名 □性格 □生年月日・年齢
□住所 □電話番号 □国籍・本籍 □その他（ ）

心 身 の 状 況 □健康・病歴 □障害 □身体状況 □その他（ ）

家 庭 生 活
□家族状況 □親族関係 □婚姻歴 □居住状況
□その他（ ）

社 会 生 活
□職業・職歴 □学業・学歴 □成績・評価 □資格
□賞罰 □趣味・し好 □その他（ ）

資 産 ・ 収 入
□資産状況 □収入状況 □納税状況 □公的扶助
□取引状況 □その他（ ）

思 想 、 信 条 等
□思想・信条 □宗教 □犯罪歴
□社会的差別の原因となるおそれのある個人情報（ ）

そ の 他 □意見・要望 □相談 □その他（ ）

個 人 情 報 の 収 集 先

□個人情報の本人
□個人情報の本人以外（愛媛県個人情報保護条例第８条第２項第
号該当）

個人情報の
本人以外の
区分

□他の実施機関 □他の官公庁
□民間・私人 □その他（ ）

□実施機関内部での利用

個人情報の目的外の利用及び
提供の状況

□有（愛媛県個人情報保護条例第９条第 号該当） □無

提 供 先
□実施機関内部 □他の実施機関 □他の官公庁
□民間・私人 □その他（ ）

個人情報の主な処理形態
□電子計算機処理

（オンライン結合による提供 □有 □無）
□手作業処理

外 部 委 託 の 有 無 □有（委託内容名 ）□無

備 考

注 □のある欄は、該当する□の中を塗りつぶすこと。
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第７８号
平成１７年９月１１日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨は、次の

とおりである。

平成１７年１１月２５日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 平成１７年９月１１日執行

衆議院小選挙区選出議員選挙

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

第１区 ２４，８６２，１００円

第２区 ２５，８１４，８００円

第３区 ２３，２２１，７００円

第４区 ２２，９２０，９００円

３ 報告書の要旨

第１区

候 補 者 氏 名 岡 靖 所 属 党 派 無 所 属 平成１７年８月２３日から
期 間 第１回分

平成１７年９月１５日まで出納責任者氏名 済 川 浩 三

収 入 支 出

人件費 ５５７，８０３円

通信費 １３，１２０

交通費 １５５，８１４

印刷費 ７５，６００

文具費 ４９，１３４

食糧費 １１４，７３４

雑 費 ２０，９１１

その他の収入 １，１２５，５６４円

今 回 計 １，１２５，５６４ 今 回 計 ９８７，１１６

総 計 １，１２５，５６４ 総 計 ９８７，１１６

報告書受理年月日 平成１７年 ９ 月２６日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 塩 崎 恭 久 所 属 党 派 自 由 民 主 党 平成１７年８月１０日から
期 間 第１回分

平成１７年９月２１日まで出納責任者氏名 石 原 実

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ３，９７５，０００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ３，４３７，７０１

自由民主党 ── １１，０００，０００円 選挙事務所費 ２，８６９，０４２

全国社会保険労務士政治連盟 ── ３００，０００ 集合会場費 ５６８，６５９

日本公認会計士政治連盟 ── １，０００，０００ 通信費 ３，３３３，１４５

日本商工連盟 ── ５００，０００ 交通費 ９２０，６５９

四国税理士政治連盟愛媛県支部 ── ５００，０００ 印刷費 ３，８５５，２８０
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全国軽自動車協会連合会 ── ３００，０００ 広告費 ２，３９９，８３６

Ｔ．Ｋ．Ｃ全国政経研究会 ── １，０００，０００ 文具費 ２１９，８０１

日本薬剤師連盟 ── １，０００，０００ 食糧費 １１２，１６８

全国美容政治連盟 ── １，０００，０００ 雑 費 ５９７，１３４

日本自動車販売協会連合会 ── ５００，０００

日本薬業政治連盟 ── ５００，０００

愛媛県医師連盟 ── １，０００，０００

愛媛県歯科医師連盟 ── ３００，０００

日本弁護士政治連盟 ── １００，０００

富 田 佳 成 会 社 員 １２０，０００

新 田 勇 紀 会 社 員 １２０，０００

三 宅 秀 則 会 社 員 １２０，０００

安 田 浩 平 会 社 員 １２０，０００

行 本 俊 介 会 社 員 １２０，０００

原 俊 司 無 職 １２０，０００

田 村 千 鶴 無 職 １２０，０００

古 泉 幸 恵 無 職 １２０，０００

田 中 愛 子 無 職 １２０，０００

村 上 浩 子 無 職 １２０，０００

弓 岡 貴 子 無 職 １２０，０００

門 田 英一郎 無 職 １２０，０００

米 田 太 一 無 職 １２０，０００

今 回 計 ２０，５６０，０００ 今 回 計 １８，８５０，７２４

総 計 ２０，５６０，０００ 総 計 １８，８５０，７２４

報告書受理年月日 平成１７年 ９ 月２６日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 田 中 克 彦 所 属 党 派 日 本 共 産 党 平成１７年８月１０日から
期 間 第１回分

平成１７年９月２４日まで出納責任者氏名 藤 堂 賢 太 郎

収 入 支 出

主たる寄附 家屋費 ２１６，０００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 選挙事務所費 ２１６，０００

日本共産党中予地区委員会 ── １，６３５，０７５円 通信費 ５７，０６８

印刷費 ７１５，０００

広告費 ４２０，０７５

文具費 ３１，１１８

食糧費 １３１，７８１

雑 費 ４５，２１０

今 回 計 １，６３５，０７５ 今 回 計 １，６１６，２５２

総 計 １，６３５，０７５ 総 計 １，６１６，２５２

報告書受理年月日 平成１７年 ９ 月２６日 第 １ 回 報 告 分
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候 補 者 氏 名 玉 井 彰 所 属 党 派 民 主 党 平成１７年８月１０日から
期 間 第１回分

平成１７年９月１６日まで出納責任者氏名 兵 頭 伸 次

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 １，２００，０００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ２９２，５５４

民主党 ── ８，０００，０００円 選挙事務所費 ２９２，５５４

民主党愛媛県第１区総支部 ── １００，０００ 通信費 １００，８２０

交通費 １１，４２７

印刷費 ３，１８８，６９２

広告費 ２，０４０，１６１

文具費 １８，１３５

食糧費 ３３９，０７３

雑 費 １３３，７４８

今 回 計 ８，１００，０００ 今 回 計 ７，３２４，６１０

総 計 ８，１００，０００ 総 計 ７，３２４，６１０

報告書受理年月日 平成１７年 ９ 月２６日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 野 口 仁 所 属 党 派 社 会 民 主 党 平成１７年８月２２日から
期 間 第１回分

平成１７年９月１０日まで出納責任者氏名 西 川 惠 夫

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 １，５００，０００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ８０，０００

野口仁後援会 ── ４，０００，０００円 選挙事務所費 ８０，０００

社会民主党愛媛県連合 ── １５０，０００ 通信費 １３，０００

交通費 ２，２９０

印刷費 ８９５，８９０

広告費 ５９２，０５０

文具費 ９，８４８

食糧費 １３８，８９４

雑 費 ３５，４９０

今 回 計 ４，１５０，０００ 今 回 計 ３，２６７，４６２

総 計 ４，１５０，０００ 総 計 ３，２６７，４６２

報告書受理年月日 平成１７年 ９ 月２６日 第 １ 回 報 告 分

第２区

候 補 者 氏 名 越 智 啓 治 所 属 党 派 日 本 共 産 党 平成１７年８月２５日から
期 間 第１回分

平成１７年９月２２日まで出納責任者氏名 森 眞 一

収 入 支 出
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主たる寄附 家屋費 ３０，０００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 選挙事務所費 ３０，０００

日本共産党中予地区委員会 ── １，４５４，８１９円 通信費 １８，７８２

日本共産党今治市委員会 ── ３０，０００ 交通費 ８，１２６

印刷費 ６８８，８１９

広告費 ３２７，０００

文具費 ３４，７５８

食糧費 １９，１５０

休泊費 ６２，２００

今 回 計 １，４８４，８１９ 今 回 計 １，１８８，８３５

総 計 １，４８４，８１９ 総 計 １，１８８，８３５

報告書受理年月日 平成１７年 ９ 月２６日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 斉 藤 政 光 所 属 党 派 民 主 党 平成１７年８月８日から
期 間 第１回分

平成１７年９月２１日まで出納責任者氏名 今 井 薫

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ９５，０００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ３８９，７４２

斉藤政光後援会 ── ３，０００，０００円 選挙事務所費 ３８９，７４２

高 木 喜久加 商 業 ３００，０００ 通信費 ５６，６９５

民主党本部 ── ５，０００，０００ 交通費 ５３９，６８９

印刷費 ４，８８９，２７６

広告費 ２，０６１，３７５

文具費 ８４，５８２

食糧費 １３３，４８２

休泊費 ６４，０００

雑 費 ４０８，１２６

その他の寄附 １件 １０，０００

その他の収入 ５００，０００

今 回 計 ８，８１０，０００ 今 回 計 ８，７２１，９６７

総 計 ８，８１０，０００ 総 計 ８，７２１，９６７

報告書受理年月日 平成１７年 ９ 月２６日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 村 上 誠一郎 所 属 党 派 自 由 民 主 党 平成１７年８月９日から
期 間 第１回分

平成１７年９月１５日まで出納責任者氏名 二 宮 早 志

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ４，３２０，０００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ５０７，８８９

吉 野 俊 昭 医 師 ３００，０００円 選挙事務所費 ４４７，２３９

自由民主党愛媛県第二選挙区支部 ── ８，０００，０００ 集合会場費 ６０，６５０
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通信費 ４１９，７６０

交通費 ２１３，８０２

印刷費 ２，３３２，３０１

広告費 ７１５，６２５

文具費 ２０８，７４４

食糧費 ５４１，９８１

休泊費 １１，６７０

雑 費 ３２，７４０

その他の収入 ５，０００，０００

今 回 計 １３，３００，０００ 今 回 計 ９，３０４，５１２

総 計 １３，３００，０００ 総 計 ９，３０４，５１２

報告書受理年月日 平成１７年 ９ 月２２日 第 １ 回 報 告 分

第３区

候 補 者 氏 名 一 色 一 正 所 属 党 派 日 本 共 産 党 平成１７年８月８日から
期 間 第１回分

平成１７年９月１５日まで出納責任者氏名 植 木 正 勝

収 入 支 出

主たる寄附 家屋費 １２０，６２０円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 選挙事務所費 １００，０００

日本共産党東予地区委員会 ── ２，６００，０００円 集合会場費 ２０，６２０

通信費 ９，２８９

交通費 ４，７２０

広告費 １１５，０００

文具費 ４４，９５８

食糧費 ２，０７０

今 回 計 ２，６００，０００ 今 回 計 ２９６，６５７

総 計 ２，６００，０００ 総 計 ２９６，６５７

報告書受理年月日 平成１７年 ９ 月２６日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 小 野 晋 也 所 属 党 派 自 由 民 主 党 平成１７年８月１０日から
期 間 第１回分

平成１７年９月２２日まで出納責任者氏名 石 川 勉

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ３，６４２，８９３円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ８５３，９００

自由民主党愛媛県第三選挙区支部 ── ８，６１５，５１８円 選挙事務所費 ７６３，２００

集合会場費 ９０，７００

通信費 １９２，４１２

交通費 ３３１，６８１

印刷費 １，８６９，７７６

広告費 ９１６，６２０

愛 媛 県 報平成１７年１１月２５日 第１７１４号

１２０１



文具費 ２７５，９２７

食糧費 ２９２，５７８

休泊費 １０１，３００

雑 費 １３８，４３１

今 回 計 ８，６１５，５１８ 今 回 計 ８，６１５，５１８

総 計 ８，６１５，５１８ 総 計 ８，６１５，５１８

報告書受理年月日 平成１７年 ９ 月２６日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 高 橋 剛 所 属 党 派 民 主 党 平成１７年８月９日から
期 間 第１回分

平成１７年９月２１日まで出納責任者氏名 合 田 陽 子

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ４，３６０，０００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ２５８，９６０

民主党愛媛県第３区総支部 ── ２，５００，０００円 選挙事務所費 ２５８，９６０

高橋剛を応援する会 ── ３，０００，０００ 通信費 ９８，５７０

民主党 ── ５，０００，０００ 交通費 ５９９，５９８

印刷費 ４，５６８，５０４

広告費 ２，１８８，９４１

文具費 ４４，３９３

食糧費 ４７７，２２３

休泊費 ２３，０００

雑 費 ２２４，３９３

今 回 計 １０，５００，０００ 今 回 計 １２，８４３，５８２

総 計 １０，５００，０００ 総 計 １２，８４３，５８２

報告書受理年月日 平成１７年 ９ 月２６日 第 １ 回 報 告 分

第４区

候 補 者 氏 名 浜 口 金 也 所 属 党 派 民 主 党 平成１７年８月３日から
期 間 第１回分

平成１７年９月１４日まで出納責任者氏名 福 島 秀 吉

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 １，４６８，４４０円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ２１７，０６３

民主党 ── ８，０００，０００円 選挙事務所費 ２１７，０６３

通信費 ３３，５３５

交通費 ２９０，３０８

印刷費 ３，１８７，７８９

広告費 １，８９５，２６１

文具費 ３１，２４３

食糧費 ２８４，４１４

雑 費 ７２，２７３
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�愛媛県選挙管理委員会告示第７９号
平成１７年９月１１日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨は、次の

とおりである。

その他の寄附 ２件 ２，０５０

今 回 計 ８，００２，０５０ 今 回 計 ７，４８０，３２６

総 計 ８，００２，０５０ 総 計 ７，４８０，３２６

報告書受理年月日 平成１７年 ９ 月２６日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 山 本 公 一 所 属 党 派 自 由 民 主 党 平成１７年８月８日から
期 間 第１回分

平成１７年９月２２日まで出納責任者氏名 新 津 昌 雄

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ３，２７８，０００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ５５５，２５０

自由民主党愛媛県第四選挙区支部 ── ５，２１５，０００円 選挙事務所費 ３３５，８００

自由民主党本部 ── ５，０００，０００ 集合会場費 ２１９，４５０

通信費 １６７，３８０

交通費 ７２１，７０５

印刷費 ２，８８８，２４４

広告費 ９２９，７８６

文具費 ５０，１６１

食糧費 ６２７，７８０

休泊費 ６４２，８１９

雑 費 ４５７，５６４

今 回 計 １０，２１５，０００ 今 回 計 １０，３１８，６８９

総 計 １０，２１５，０００ 総 計 １０，３１８，６８９

報告書受理年月日 平成１７年 ９ 月２２日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 山 本 弘 志 所 属 党 派 日 本 共 産 党 平成１７年８月２０日から
期 間 第１回分

平成１７年９月２６日まで出納責任者氏名 徳 内 厚 美

収 入 支 出

主たる寄附 家屋費 １２０，０００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 選挙事務所費 １２０，０００

日本共産党南予地区委員会 ── １，１８８，０３５円 印刷費 ７４０，９６０

広告費 ３２７，０７５

今 回 計 １，１８８，０３５ 今 回 計 １，１８８，０３５

総 計 １，１８８，０３５ 総 計 １，１８８，０３５

報告書受理年月日 平成１７年 ９ 月２６日 第 １ 回 報 告 分

愛 媛 県 報平成１７年１１月２５日 第１７１４号

１２０３



平成１７年１１月２５日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 平成１７年９月１１日執行

衆議院小選挙区選出議員選挙

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

第１区 ２４，８６２，１００円

第２区 ２５，８１４，８００円

３ 報告書の要旨

第１区

候 補 者 氏 名 岡 靖 所 属 党 派 無 所 属 平成１７年９月２７日から
期 間 第２回分

平成１７年１０月２２日まで出納責任者氏名 済 川 浩 三

収 入 支 出

通信費 ４９，１４５円

交通費 １７，５８４

広告費 ９５，０００

文具費 ２８，１４０

その他の収入 ５１，４２１円

今 回 計 ５１，４２１ 今 回 計 １８９，８６９

前 回 計 １，１２５，５６４ 前 回 計 ９８７，１１６

総 計 １，１７６，９８５ 総 計 １，１７６，９８５

報告書受理年月日 平成１７年１０月２８日 第 ２ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 塩 崎 恭 久 所 属 党 派 自 由 民 主 党 平成１７年１０月８日から
期 間 第２回分

平成１７年１０月１２日まで出納責任者氏名 石 原 実

収 入 支 出

主たる寄附 通信費 ９０２，５４５円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 印刷費 １，９３２，０００

廿一世紀問題懇話会 ── ２，５００，０００円 文具費 １，５１５，５９９

雑 費 １，３６５

今 回 計 ２，５００，０００ 今 回 計 ４，３５１，５０９

前 回 計 ２０，５６０，０００ 前 回 計 １８，８５０，７２４

総 計 ２３，０６０，０００ 総 計 ２３，２０２，２３３

報告書受理年月日 平成１７年１０月１７日 第 ２ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 玉 井 彰 所 属 党 派 民 主 党 平成１７年１０月６日から
期 間 第２回分

平成１７年１０月６日まで出納責任者氏名 兵 頭 伸 次

収 入 支 出
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�愛媛県選挙管理委員会告示第８０号
平成１７年９月１１日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨は、次の

とおりである。

平成１７年１１月２５日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 平成１７年９月１１日執行

通信費 ４５，７４１円

今 回 計 ０円 今 回 計 ４５，７４１

前 回 計 ８，１００，０００ 前 回 計 ７，３２４，６１０

総 計 ８，１００，０００ 総 計 ７，３７０，３５１

報告書受理年月日 平成１７年１０月１４日 第 ２ 回 報 告 分

第２区

候 補 者 氏 名 越 智 啓 治 所 属 党 派 日 本 共 産 党 平成１７年１１月７日から
期 間 第２回分

平成１７年１１月７日まで出納責任者氏名 森 眞 一

収 入 支 出

家屋費 ３０，０００円

選挙事務所費 ３０，０００

今 回 計 ０円 今 回 計 ３０，０００

前 回 計 １，４８４，８１９ 前 回 計 １，１８８，８３５

総 計 １，４８４，８１９ 総 計 １，２１８，８３５

報告書受理年月日 平成１７年１１月１４日 第 ２ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 村 上 誠一郎 所 属 党 派 自 由 民 主 党 平成１７年９月２７日から
期 間 第２回分

平成１７年１０月１日まで出納責任者氏名 二 宮 早 志

収 入 支 出

家屋費 ３８９，３００円

選挙事務所費 ３８９，３００

通信費 １０２，７９４

広告費 ３１５，６３０

雑 費 ２１，８２９

今 回 計 ０円 今 回 計 ８２９，５５３

前 回 計 １３，３００，０００ 前 回 計 ９，３０４，５１２

総 計 １３，３００，０００ 総 計 １０，１３４，０６５

報告書受理年月日 平成１７年１０月 ３ 日 第 ２ 回 報 告 分
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古紙配合率100％再生紙を使用しています 

衆議院小選挙区選出議員選挙

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

第２区 ２５，８１４，８００円

３ 報告書の要旨

第２区

候 補 者 氏 名 村 上 誠一郎 所 属 党 派 自 由 民 主 党 平成１７年１０月６日から
期 間 第３回分

平成１７年１０月１１日まで出納責任者氏名 二 宮 早 志

収 入 支 出

家屋費 ４６２，６３０円

選挙事務所費 ３５７，６３０

集合会場費 １０５，０００

通信費 １７６，４７６

交通費 ３０３，０６８

休泊費 ６６，１５０

雑 費 ４９３，６７９

今 回 計 ０円 今 回 計 １，５０２，００３

前 回 計 １３，３００，０００ 前 回 計 １０，１３４，０６５

総 計 １３，３００，０００ 総 計 １１，６３６，０６８

報告書受理年月日 平成１７年１０月１２日 第 ３ 回 報 告 分

平成１７年１１月２５日 印刷
平成１７年１１月２５日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円１２０６
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